
 

 

  
  

2026 年 2 月 6 日 

各 位 

山形県山形市旅篭町三丁目２番３号 

株式会社 きらやか銀行 

 

酒田地区・西村山地区における「エリア営業体制」の導入について 

 

株式会社きらやか銀行（本店：山形県山形市、頭取：西塚 英樹）は、酒田地区並びに西村山地

区において「エリア営業体制」を導入することといたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．「エリア営業体制」について 

（１）目指す姿と目的 

 当行は、地域課題解決を通じて、経営理念である『地域と共に活きる』の実現に向けて取り組んで

おります。今般の「エリア営業体制」導入により、地域のお客さまとの接点増加を図ることと職員のノ

ウハウ共有による人財育成を進めることで、地域のお客さまに対しこれまで以上にお役に立つ情報の

提供や質の高いサービスの提供に努め、「信頼度における地域ナンバーワン銀行」を目指して取り

組んでまいります。 

 

（２）概要 

 各エリアに営業部を新設し、営業部内に「エリア中核店」と「エリア連携店」を配置してエリア営業体

制を構築してまいります。 

 「エリア連携店」の渉外業務及び融資業務を「エリア中核店」に集約することで、担当エリアの重複

解消等によるエリア内の運営効率化により、地域のお客さまとの接点増加に努めます。 

 

２．対象エリアについて 

（１）酒田地区 

① エリア営業体制について 

エリア内一体を「酒田営業部」、酒田支店を「エリア中核店」、遊佐支店を「エリア連携店」としてエリ

ア営業体制を構築してまいります。 

 

    

 

 

 

 

 

② 実施日：2026 年 4 月 20 日（月） 

 

（２）西村山地区 

① エリア営業体制について 

酒
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業

部

【エリア中核店】

酒田支店

※渉外業務・融資業務を集約

【エリア連携店】

遊佐支店



 

 

  
  

エリア内一体を「西村山営業部」、寒河江支店を「エリア中核店」、谷地支店を「エリア連携店」とし

てエリア営業体制を構築してまいります。 

      

 

 

 

 

 

 

② 実施日：2026 年 4 月 20 日（月） 

 

３．「エリア営業体制」導入後のお取引について 

 お客様のご預金口座等につきましては、支店名・店番号・口座番号の変更はなく、これまで通りご利

用いただけます。 

 当行では、お客さまのサービス向上のため、全店にてご来店時の「予約制」を導入しております。ご予

約いただいているお客さまを優先的にご案内させていただいておりますので、ご来店の際は事前のご予

約を活用いただきますようお願い申し上げます。なお、ご予約方法はご来店予定の店舗窓口又はお

電話にてお申し付けくださいますようお願いいたします。 

【酒田営業部】 

店舗名 郵便番号 店舗住所 電話番号 

酒田支店 998-0044 酒田市中町 2-6-17 0234-22-2380 

遊佐支店 999-8301 飽海郡遊佐町遊佐字前田 35 0234-72-3222 

【西村山営業部】 

店舗名 郵便番号 店舗住所 電話番号 

寒河江支店 991-0021 寒河江市中央 1-14-9 0237-86-3145 

谷地支店 999-3512 西村山郡河北町谷地中央 1-3-22 0237-72-3121 

 

以上 

 

 
＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

きらやか銀行 法人サポート部 法人営業推進課 

担当：眞木・岩井 TEL:023-628-3924 
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【エリア連携店】

谷地支店


